
宗
教
施
設
と
宗
教
者
身
分
か
ら
み
た
近
世
出
雲
の
特
徴
1
松
江
市
域
を
中
心
に
ー

は
じ
め
に

キ
リ
ス
ト
教
禁
止
後
の
近
世
に
お
い
て
は
、
北
海
道
と
沖
縄
を
除
く
日
本
列
島
内
の
村

や
町
に
、
宗
教
施
設
と
し
て
仏
教
寺
院
と
神
社
の
あ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
っ
た
。
特
に
寺

檀
関
係
の
成
立
が
一
般
化
す
る
一
七
世
紀
後
半
以
降
、
菩
提
寺
に
葬
祭
を
依
頼
す
る
一
方
、

神
社
の
祭
祀
を
通
じ
て
五
穀
豊
穣
や
豊
漁
を
祈
っ
た
り
、
祈
祷
寺
や
神
社
に
家
内
安
全
等

を
願
っ
た
り
す
る
こ
と
が
、
人
々
の
信
仰
の
一
般
的
な
傾
向
と
な
っ
て
い
九
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
寺
院
が
属
す
る
仏
教
の
宗
派
や
、
神
社
の
管
理
を
行
う
宗
教
者
の
種
類
に
つ

い
て
は
、
地
域
的
な
差
異
が
大
き
く
、
地
域
に
お
け
る
宗
派
あ
る
い
は
宗
教
者
身
分
の
構

成
に
応
じ
て
、
寺
院
と
神
社
と
の
関
係
も
異
な
っ
て
い
九
。
こ
の
う
ち
、
寺
院
が
属
す
る

仏
教
宗
派
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
統
計
処
理
が
可
能
な
史
料
を
用
い
て
、
旧
国
郡
単
位
の

(
1
)

傾
向
を
析
出
す
る
研
究
が
各
地
域
で
進
ん
で
お
り
、
島
根
県
地
域
に
即
し
て
も
、
特
に
石

(
2
)

見
地
方
に
お
け
る
浄
士
真
宗
寺
院
の
多
さ
に
着
目
し
た
研
究
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
。

一
方
、
神
社
と
宗
教
者
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
地
域
を
単
位
と
し
て
分
析

し
九
研
究
が
少
な
く
、
同
一
地
域
に
お
け
る
寺
院
の
宗
派
別
構
成
と
の
相
関
性
ま
で
視
野

(
3
)

に
入
れ
て
考
察
し
た
も
の
と
な
る
と
、
わ
ず
か
し
か
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
の
屯
注
目

(
4
)

さ
れ
る
の
は
、
安
芸
国
を
対
象
に
し
た
有
元
正
雄
や
引
野
亨
輔
の
研
究
で
あ
る
。
特
に
引

野
は
、
浄
士
真
宗
が
優
勢
な
安
芸
国
山
県
郡
に
お
い
て
は
、
真
宗
僧
侶
が
神
祇
祭
祀
等
に

関
与
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
か
え
っ
て
神
職
の
職
掌
が
確
保
さ
れ
九
結
果
そ
の
身
分
的

な
自
立
が
促
さ
れ
九
と
い
う
こ
と
を
、
同
国
生
口
島
に
お
け
る
真
言
宗
の
寺
院
に
よ
る
神

(
5
)

社
支
配
の
事
例
と
対
比
し
つ
つ
指
摘
し
た
。
真
言
宗
が
優
勢
な
関
東
地
方
と
く
に
武
蔵
国

(
6
)

に
お
い
て
、
寺
持
ち
の
神
社
が
五
四
%
を
占
め
、
神
職
持
ち
の
社
が
四
%
に
過
ぎ
な
い
と

(
7
)

い
う
傾
向
を
示
す
こ
と
な
ど
も
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
寺
院
の
宗
派
別
構
成
に
関
す
る
分
析

と
神
社
の
管
理
者
に
対
す
る
分
析
と
を
合
わ
せ
て
行
い
、
地
域
の
宗
教
的
環
境
を
捉
え
る

べ
き
こ
と
を
、
引
野
の
研
究
は
示
唆
し
て
い
る
七
百
え
よ
う
。

ま
た
、
こ
う
し
た
事
情
は
、
神
社
だ
け
で
な
く
、
地
蔵
堂
な
ど
の
堂
舎
、
稲
一
何
な
ど
の

小
祠
、
荒
神
な
ど
の
森
神
な
ど
に
対
す
る
宗
教
者
の
関
与
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
場
合

(
8
)

に
も
、
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

近
年
、
宗
教
史
研
究
が
陥
り
が
ち
な
宗
派
史
的
な
限
定
を
、
地
域
に
お
け
る
宗
教
的
要

(
9
)

素
を
総
体
と
し
て
捉
え
る
視
角
に
よ
り
乗
り
越
え
る
こ
と
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し

た
研
究
を
踏
ま
え
、
本
稿
に
お
い
て
も
、
信
仰
対
象
(
{
示
教
施
設
)
、
宗
教
者
、
人
び
と

の
信
仰
と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら
、
出
雲
地
方
1
特
に
松
江
市
域
1
の
宗
教
史
的
特
徴
に

つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一
寺
院
と
仏
教
諸
宗
派

(
こ
出
雲
国
の
寺
院
と
宗
派
の
傾
向

表
1
は
、
明
治
前
期
に
お
け
る
出
雲
国
内
の
寺
院
数
を
郡
別
・
宗
派
別
に
示
し
た
も
の

小
林
准
士

松
江
市
史
編
集
委
員

〔 1 〕



か
わ
る
く
四
ケ
寺
二
御
座
て
ま
す
く
法
義
を
演
給
ふ
、
此
村
三
神
を
崇
む
、
一

2

3

親
子
其
外
下
々
に
至
り
、
皆
妙
経
を
頂
戴
し
て
宗
門
を
改
た
り
、
四
箇
寺
の
寺
を
亡

5

4

4

2

4

9

で
あ
る
。
近
代
に
な
っ
て
か
ら
の
史
料
に
基

、
づ
く
が
、
概
ね
近
世
に
お
け
る
状
祭
継
続

し
て
い
る
と
見
な
し
、
以
下
分
析
を
加
え

る
0

ま
ず
、
出
雲
国
全
体
に
つ
い
て
見
る
と
、

臨
済
宗
と
曹
洞
宗
を
合
わ
せ
た
禅
宗
の
寺
院

数
が
多
く
、
特
に
曹
洞
宗
は
単
独
で
も
浄
士

百
盃
示
よ
り
も
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
尤
も
、

郡
に
よ
り
傾
向
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
指

摘
で
き
、
南
西
部
の
飯
石
郡
や
神
門
郡
で

は
、
禅
宗
各
派
よ
り
も
浄
士
真
宗
の
寺
院
数

の
方
が
多
い
。
こ
れ
は
、
両
郡
が
隣
接
し
て

い
る
石
見
国
や
安
芸
国
が
浄
士
真
宗
の
優
勢

地
帯
で
あ
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
よ
う
。
一

方
、
両
郡
以
外
の
他
郡
で
は
禅
宗
寺
院
数
が

ど
の
郡
で
も
比
較
的
多
い
が
、
島
根
・
意

宇
・
能
義
・
大
原
・
仁
多
の
各
郡
の
場
合
、

曹
洞
宗
寺
院
が
多
い
の
に
対
し
、
秋
鹿
・
楯

縫
・
出
雲
の
二
郡
は
臨
済
宗
寺
院
が
目
立
つ

と
い
う
傾
向
の
違
い
が
あ
る
。

禅
宗
と
浄
士
真
宗
以
外
の
宗
派
に
属
す
る

寺
院
に
つ
い
て
一
言
え
ぱ
、
島
根
・
秋
鹿
・
意

、し

宇
・
能
義
・
大
原
の
五
郡
で
は
真
言
宗
の
寺

院
の
割
合
が
他
郡
に
比
べ
る
と
大
き
く
、
浄

5

9

2

9

6

4

1

雲出

3

8

2

6

4

1

3

3

8

5

5

2

6

士
宗
の
寺
院
は
神
門
郡
日
蓮
宗
の
寺
院
は
楯
縫
郡
で
多
い
と
い
う
傾
向
も
見
て
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
、
日
蓮
宗
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
み
る
と
、
楯
縫
郡
の
中
で
も

、し

多
久
谷
周
辺
に
集
中
し
て
寺
院
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
具
体
的
に
は
、
多
久

谷
に
四
ケ
寺
、
岡
田
に
ニ
ケ
寺
、
東
郷
に
ニ
ケ
寺
、
平
田
上
分
に
三
ケ
寺
、
平
田
灘
分
に

一
ケ
寺
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
特
に
、
多
久
谷
・
岡
田
・
東
郷
の
三
ケ
村
に
は
日
蓮
宗
以

(
W
)

外
の
寺
院
が
な
く
、
同
宗
一
色
の
地
域
で
あ
る
と
一
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
同
地
域
の
状
況

(
Ⅱ
)

に
つ
ぃ
て
は
、
一
八
世
紀
半
ば
頃
に
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る
讓
『
出
雲
鍬
』
に
、
室
町

、し

時
代
の
有
名
な
日
蓮
宗
僧
日
親
に
よ
る
開
基
伝
襲
載
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
一
部
以
下

に
引
用
す
る
。

【
史
料
一
】
『
出
雲
鍬
』
楯
縫
郡
の
う
ち
「
大
慶
寺
」
の
項

循
式
部
父
常
慶
叔
父
西
円
(
宍
道
氏
1
筆
者
註
)
皆
禅
宗
な
り
、
此
所
に
{
需
有

て
四
ケ
寺
の
長
老
逃
失
し
と
な
る
よ
り
、
師
の
宗
義
を
尋
ん
と
お
も
ひ
多
久
村
に
来

り
、
師
に
ま
み
ゆ
る
、
師
具
に
法
花
経
ノ
妙
旨
を
説
し
め
し
て
く
わ
し
く
他
宗
権
門

の
誤
り
を
せ
め
給
ふ
、
道
理
邪
正
明
な
り
、
其
後
式
部
の
請
に
よ
り
て
彼
の
館
に
お

も
む
き
数
々
妙
法
の
義
門
を
説
演
給
ふ
、
式
部
・
常
慶
等
深
く
尋
広
く
聞
、
機
縁
熟

し
て
法
の
淵
底
を
究
め
正
直
成
仏
の
道
を
知
る
事
の
遅
を
後
悔
し
て
、
即
時
に
式
部

5

1

5

3

5

1

7

4

8

5

5

2

大
船
大
明
神
・
拝
田
大
明
神
・
客
人
権
現
の
社
也
、
是
は
勧
請
の
神
な
れ
は
少
し
の

賞
罰
有
と
も
終
に
正
直
無
上
仏
道
に
い
九
ら
し
む
る
事
な
し
、
信
に
た
ら
す
、
式
部

頓
而
社
を
焼
失
せ
ん
と
て
下
人
数
多
に
松
明
と
ほ
さ
せ
、
か
し
こ
に
遣
し
け
る
、
于

し
、
其
時
に
四
ケ
寺
あ
ら
た
に
立
て
、
各
々
法
花
ノ
本
尊
を
安
置
し
師
に
奉
る
、
師

1

時
明
神
一
人
の
巫
に
託
し
て
日
、
我
本
よ
り
古
仏
な
り
、
仮
に
明
神
と
現
せ
し
、
然

6

共
真
言
の
勧
請
全
く
是
を
不
受
、
今
幸
に
法
花
経
を
以
て
勧
請
し
、
醍
醐
の
妙
味
を

8

【表1】出雲国の寺院の郡別宗派構成

臨済

島根

Ⅱ

フ%

Ⅱ

浄士

16%

秋鹿

舒

浄士真

16%

39%

総計

24%

1%

,思于

(註)島根県立図書館蔵の出雲国各郡の「寺院明細帳」により作成した。同史料は明治期前半に編さんされたと推定される。

47%

9%

12%

15

29%

69

1%

10

能義

15%

100%

37

10%

松

37%

17

8%

Ⅱ

18%

フ%

楯縫

100%

17

29

Ⅱ%

9%

17%

44%

100

フ%

23

2%

8%

100%

6%

43%

5%

12

8%

9%

66

26

22%

2%

神門

100%

4%

58%

4%

15

13%

9%

54

3%

Ⅱ

10%

大原

100%

36

フ%

8%

16

18%

25%

45

器

Ⅱ%

17%

100%

卯

23

15%

17%

28%

43%

145

1%

2%

飯石

100%

5%

N

24%

6%

15%

37%

認

3%

13%

100%

4%

16

21

5%

フ%

16%

76

23%

38

3%

H8

12%

6%

100%

198

36

18%

6%

51

51%

30%

70

56

8%

133

100%

9%

20%

657

1%

100%

〔 2 〕

総計仁多宗派

天台

真言

曹洞

日蓮



う
く
る
に
お
ゐ
て
本
願
満
足
し
、
快
ふ
此
民
を
守
る
へ
し
、
社
を
焼
事
な
か
れ
と
託

宣
あ
る
、
人
皆
驚
き
家
に
帰
り
式
部
に
告
、
式
部
三
社
を
ひ
と
つ
に
改
め
妙
経
を
以

て
勧
請
丈
自
是
以
来
年
毎
に
正
月
七
日
・
八
月
十
五
日
二
度
の
祭
礼
を
大
慶
寺
勤

る
、
此
所
三
十
弐
ケ
所
之
荒
神
あ
り
、
勧
請
を
改
め
、
式
部
村
中
あ
ら
ゆ
る
勧
請
余

仏
余
菩
薩
を
廃
し
て
、
此
村
す
へ
て
妙
法
一
乗
の
里
と
す
る
、
(
傍
線
筆
者
)

こ
れ
に
よ
る
と
、
日
親
の
教
化
を
受
け
て
、
領
主
の
宍
道
氏
が
こ
の
地
域
の
寺
院
を
日

1

時

3

1

1

2

4

1

1

1

3

1

1

2

4

1

2

]

6

蓮
宗
に
改
宗
さ
せ
、
寺
院
の
本
尊
を
改
め
た
上
で
神
社
も
焼
き
払
う
つ
も
り
で
あ
っ
た

が
、
法
華
経
に
基
づ
き
勧
請
せ
よ
と
の
託
宣
に
従
い
二
社
を
一
社
に
ま
と
め
て
祀
る
よ
う

に
な
り
、
余
仏
余
菩
薩
も
廃
し
て
多
久
谷
村
を
「
妙
法
(
法
華
経
1
筆
者
註
)
一
乗
の

里
」
に
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
あ
く
ま
で
伝
説
で
あ
る
の
で
史
実
と
し
て
受
け
取
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
神
社
祭
祀
や
堂
舎
管
理
の
面
ま
で
含
め
て
宗
派
性
を
貫
徹
し
よ
う
と

す
る
、
日
蓮
宗
の
傾
向
を
踏
ま
え
た
伝
説
の
内
容
で
あ
る
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

1

1

2

1

2

2

1

1

3

2

4

1

1

1

5

1

1

5

2

1

1

8

1

1

8

1

5

8

1

1

1

1

2

2

4

6

2

1

1

4

2

1

1

1

2

2

1

こ
の
よ
う
に
、
寺
院
の
本
尊
と
す
る
仏
や
、
諸
仏
諸

菩
薩
を
安
置
す
る
堂
舎
の
管
理
へ
の
関
わ
り
、
あ
る
い

は
神
社
祭
祀
へ
の
関
与
の
度
合
い
に
つ
い
て
は
、
仏
教

、L

宗
派
に
よ
り
違
い
の
あ
っ
た
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ

(
Ⅱ
)

て
い
る
。
こ
の
点
を
確
学
る
た
め
に
、
現
在
の
松
江

市
域
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
旧
島
根
・
秋
鹿
・
宴
于
の
三
郡

所
在
の
一
八
五
ケ
寺
に
限
り
、
本
尊
の
種
類
を
寺
院
の

宗
派
別
に
示
し
九
の
が
表
2
で
あ
る
。
天
台
・
真
言
の

両
宗
寺
院
の
本
尊
が
多
様
で
あ
る
こ
と
、
臨
済
・
曹
洞

の
禅
宗
寺
院
の
場
貪
釈
迦
を
本
尊
と
す
る
事
例
が
比

較
的
多
い
も
の
の
、
多
様
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
に
対

し
、
浄
士
・
浄
士
真
・
時
の
浄
士
教
系
宗
派
の
場
貪

一
例
を
除
き
阿
弥
陀
如
来
を
本
尊
と
し
て
い
る
こ
と
な

ど
が
分
か
る
。
日
蓮
宗
の
場
貪
い
く
つ
か
の
種
類
に

分
か
れ
て
い
る
が
、
釈
迦
、
法
華
経
、
十
界
曼
茶
羅
な

ど
で
あ
る
の
で
、
い
ず
れ
も
宗
派
独
自
の
本
尊
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
尊
に
関
し
て
は
、
天
台
・
真

言
・
禅
の
各
宗
で
は
宗
派
性
が
希
薄
で
あ
る
の
に
対

2

1

1

2

2

2

1

1

8

5

1

1

6

1

1

2

4

【表2】宗派別寺院本尊

阿弥陀如来

阿弥陀如来ほか

延命地蔵菩薩

華厳釈迦牟尼如来

華厳釈迦牟尼如来
地蔵大菩薩

天台

観音菩薩

虚空蔵菩薩

元三大師

弘法大師

七字首題など

臨済

釈迦ほか

釈迦多宝

曹洞

釈迦牟尼如来

十一面観音菩薩

Ⅱ

十界勧請曼茶羅など

日蓮

勝軍地蔵

正覚如来

浄士

正観世音

聖観世音菩薩

口

浄土真

千手観音菩薩

大聖不動明王

24

大日如来

地蔵願王大菩薩

地蔵菩薩

総計

南無妙法蓮華経ほか

如意輪観音

59

毘沙門天

21

不動明王

毛{f望釜・、己1竃

弥勒菩薩

薬師如来

楊柳観音

(典拠)島根県立図書館蔵の出雲国島根郡・秋鹿郡・意宇郡の「寺院明細帳」。

30

18

30

12

29 69 17 24

10

185

〔 3 〕

真言本尊

総計



し
、
日
蓮
・
浄
士
・
浄
士
真
・
時
の
各
宗
で
は
教
義
に
相
応
し
た
信
仰
対
象
に
ほ
ぼ
限
定

(
玲
)

さ
れ
て
お
り
、
宗
派
性
が
明
瞭
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
な
宗
派
性
の
問
題
は
、
堂
舎
管
理
へ
の
関
与
に
つ
い
て
も
あ
る
程
度
窺
え
る

、し

の
で
、
続
け
て
検
討
し
て
み
ょ
う
。
表
3
は
、
一
八
世
紀
半
ば
頃
の
成
立
と
推
定
さ
れ
て

(
H
)

い
る
「
雲
州
万
記
録
」
と
い
う
地
誌
に
記
載
さ
れ
た
出
雲
国
内
の
堂
舎
の
情
報
を
基
に
、

管
理
者
(
史
料
的
に
は
「
抱
」
と
記
載
)
の
分
か
る
一
三
二
事
例
に
限
り
、
支
配
し
て
い

る
寺
院
の
宗
派
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
尊
の
場
合
ほ
ど
、
は
っ
き
り
し
た
傾
向
は
読

み
取
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
臨
済
・
曹
洞
・
浄
士
の
三
宗
に
属
す
る
寺
院
の
抱
え
で
あ

7

6

2

1

宗蓮日

2

9

3

士
宗

浄
真

9

1

1

5

1

1

6

2

る
。
一
方
、
天
台
・
真
言
両
宗
の
場
合
は
件
数
が
比
較
的
少
な
い
が
、
本
尊
の
場
合
と
同

じ
く
、
多
様
な
仏
・
一
音
薩
を
安
置
す
る
堂
舎
の
管
理
を
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
た

つ
て
、
本
尊
の
場
合
と
比
較
し
て
顕
著
な
の
は
、
浄
士
宗
寺
院
が
本
尊
に
は
こ
だ
わ
り

がを
見
せ
て
い
た
の
に
対
し
、
堂
舎
管
理
の
面
で
は
専
修
的
傾
向
を
発
揮
し
て
い
な
い
と
い

う
事
実
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
堂
舎
管
理
の
面
で
宗
派
性
が
多
少
現
れ
る
の
は
、
浄
士
真

{
示
・
日
蓮
{
示
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
堂
舎
は
路
傍
の
辻
な
ど
に
多
数
あ
っ
て
、
日
常
的
に
人
々
の
信
仰
を
集
め
て

い
た
宗
教
施
設
で
あ
る
か
ら
、
堂
舎
管
理
へ
の
関
与
は
各
宗
派
の
民
衆
教
化
の
あ
り
方
と

関
係
す
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
仏
教
の
諸
宗
派

の
問
で
、
民
衆
教
化
の
側
面
で
宗
派
性
に
こ
だ
わ
る
か
ど
ぅ
か
と
い
う
点
で
違
い
が
あ
っ

九
と
一
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
尊
の
問
題
も
含
め
て
考
え
る
な
ら
ば
、
日
蓮
宗
・
浄
士
真

宗
の
両
宗
に
お
い
て
は
宗
派
性
が
顕
著
で
あ
っ
た
が
、
反
対
に
天
台
・
百
言
・
禅
の
各
宗

で
は
宗
派
性
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
は
見
ら
れ
ず
、
浄
士
宗
は
両
者
の
中
間
で
あ
っ
た
と
言

え
る
0こ

の
う
ち
、
天
台
・
真
言
の
両
宗
は
顕
密
仏
教
で
あ
る
の
で
宗
派
性
が
希
薄
で
あ
る
の

は
当
然
で
あ
る
が
、
禅
宗
の
場
貪
宗
学
の
面
で
の
独
自
性
を
追
求
す
る
一
方
で
、
民
衆

教
化
の
面
で
は
通
仏
教
的
な
形
態
を
と
っ
て
い
九
と
い
う
特
徴
が
窺
え
る
。
こ
の
点
と
関

わ
っ
て
興
味
深
い
の
が
、
出
雲
三
十
三
ケ
所
観
音
霊
場
(
出
雲
札
所
)
と
な
っ
て
い
た
寺

院
の
宗
派
の
傾
向
で
あ
る
。
表
4
は
札
所
寺
院
の
構
成
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
出
雲

国
の
全
体
の
傾
向
と
異
な
り
、
天
台
・
真
言
の
両
宗
に
属
す
る
寺
院
の
多
い
こ
と
、
臨

済
・
曹
洞
の
二
宗
に
属
す
る
寺
院
も
複
数
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
分
か
る
。
観
音
霊

場
巡
り
と
い
う
、
宗
派
を
こ
え
た
通
仏
教
的
な
信
仰
を
包
容
し
つ
っ
、
禅
宗
に
属
す
る
仏

教
寺
院
も
存
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

6

5

1

1

1

8

2

2

1

9

1

1

1

1

2

2

る
場
合
が
多
く
、

し
か
も
二
宗
管
理

の
堂
舎
の
種
類
は

多
様
で
あ
る
と
い

う
傾
向
を
指
摘
で

き
よ
う
。
浄
士

真
・
日
蓮
の
両
宗

の
場
貪
管
理
し

て
い
る
堂
舎
の
数

は
小
ノ
な
く
、
ま
九

そ
の
種
類
が
不
明

で
あ
る
事
例
が
多

い
九
め
、
今
後
、

個
別
の
事
情
に
つ

て
検
討
を
要
す

いる
と
こ
ろ
で
あ

4

7

1

6

1

2

9

1

5

2

1

2

4

1

6

2

1

6

8

1 3

1

4

1

1

1

1

【表3】寺院宗派別の堂舎

堂▲の
種類

阿弥陀

天台宗

虚空蔵

庚申

釈迦

十王

大般若

地蔵

曹洞木

毘沙門

文殊

浄士宗

薬師

18

不明

花摘

総計

(典拠)比布智神社文書「雲州万記録」島根県立図書館蔵

山伏

18

〔 4 〕

総計

13

器

15

釦

28

37

90 25

32

24

71

212

臨済宗吉言示

観音

大日

無縁



(
二
)
松
江
市
域
の
寺
院

次
に
、
現
在
の
松
江
市
域
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
旧
島
根
・
秋
鹿
・
亘
于
の
三
郡
に
属
す
る

地
域
に
即
し
て
、
宗
派
の
構
成
に
地
域
的
な
差
異
が
生
じ
る
歴
史
的
な
理
由
と
、
寺
檀
関

係
の
展
開
の
特
質
に
つ
い
て
考
察
す
る
(
本
項
の
指
摘
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
島
根

、、

県
立
図
書
館
蔵
「
寺
院
明
細
帳
」
に
基
づ
く
)
。

表
5
は
、
松
江
城
下
を
除
い
た
三
郡
に
お
け
る
寺
院
数
の
宗
派
別
分
布
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
地
域
で
は
禅
宗
寺
院
が
多
い
が
、
島
根
・
意
宇

の
両
郡
は
曹
洞
宗
が
優
勢
で
あ
る
の
に
対
し
、
秋
鹿
郡
は
臨
済
宗
が
優
勢
で
あ
る
と
い
う

違
い
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
違
い
が
生
じ
る
理
由
と
し
て
は
、
寺
院
間
の
本
末
関
係
の
展

開
が
関
係
し
て
い
よ
う
。
例
え
ば
、
島
根
郡
の
場
貪
洞
光
寺
の
末
寺
で
あ
る
清
光
院

(
と
も
に
松
江
城
下
に
所
在
)
の
末
寺
が
、
松
江
城
下
の
北
側
吾
市
の
村
々
か
ら
秋
鹿
郡

東
部
の
浦
々
に
か
け
て
十
ケ
寺
分
布
し
て
い
る
。
同
様
に
、
意
宇
郡
西
部
で
は
白
石
村
の

5

2

4

豊
龍
寺
の
末
寺
が
五
ケ
寺
、
同
郡
東
部
か
ら
中
部
及
び
大
根
島
に
か
け
て
は
洞
光
寺
の
末

寺
が
十
ニ
ケ
寺
ほ
ど
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
島
根
郡
で
は
邑
生
村
の
清
安
寺
の
末
寺
が

ハ
ケ
寺
と
目
立
っ
て
い
る
。
一
方
、
秋
鹿
郡
の
方
は
、
島
根
郡
国
屋
村
(
松
江
城
下
の
西

郊
)
に
あ
る
天
倫
寺
の
末
寺
三
ケ
寺
を
含
め
、
臨
済
宗
寺
院
ハ
ケ
寺
が
五
山
派
で
は
な
く

京
都
の
妙
心
寺
派
に
属
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

開
創
年
次
の
不
明
な
寺
院
が
多
い
た
め
、
歴
史
的
分
析
は
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得

な
い
が
、
以
上
の
検
討
か
ら
、
洞
光
寺
1
清
光
寺
、
清
安
寺
、
豊
龍
寺
と
い
っ
た
拠
点
寺

院
を
中
心
に
、
中
世
末
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
曹
洞
宗
寺
院
が
次
々
と
設
立
さ
れ
九
結

果
島
根
・
意
宇
両
郡
で
優
勢
と
な
っ
た
こ
と
、
お
そ
ら
く
同
時
期
に
妙
心
寺
派
の
伸
長

(
巧
)

が
秋
鹿
郡
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
想
定
で
き
よ
う
。

そ
の
ほ
か
、
三
郡
に
お
け
る
宗
派
別
の
寺
院
分
布
に
関
す
る
特
徴
と
し
て
は
、
吉
至
亘
示

寺
院
が
特
定
の
地
域
に
集
中
し
て
い
る
と
い
う
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、

4

8

1

2

3

4

3

5

6

7

5

8

2

9

2

7

書
院

図
寺

立
「

県
掲

根
前

2

2

5

時

31

2

9

【表4】出雲札所寺院の宗派

NO

柳滝山

山号

広瀬山

浮浪山

補陀山

神朝山

長谷寺

南明山

養命寺

大嶽山

鰐淵寺

観音寺

興福山

10

岩根寺(神門寺)

中嶺山

Ⅱ

蓮台寺

慶向山

12

臥龍山

修験

日光寺(光明寺)

13

長谷寺

飯石山

修験

14

峯寺

日登山

15

禅定寺

明峰山

(臨済宗)

16

金峰山

(浄士宗)

円通寺

17

那智山

寿福寺

18

女1恵山

満福寺

(曹洞宗)

19

曹洞宗(←真言宗)

蓮花寺

睡虎山

20

泰平山

真言宗(古義)

弘安寺

21

福寿山

普済寺

(天台宗)

器

瑞光山

星上寺

(天台宗)

器

九重山

岩倉法輪密寺

(曹洞宗)

触

新美山

観音寺

百舌宗

25

長台寺

松鐘山

曹洞宗(←天台宗)

26

不老山

清水寺

(曹洞宗)

27

長楽寺

月照山

(曹洞宗)

28

天路山

願興寺

29

番魯山

浄音寺

吉言示

30

金宝山

澄水寺

真言宗(古義)

31

瑞應山

小倉寺(千手院)

32

金亀山

長福寺(千光寺)

33

心瓏山

普音寺(成相寺)

(天台宗)

(典拠)『出雲札所観音霊場記』(文化Ⅱ年刊、島
館蔵)に拠り、宗派について記載がない場合は

明細帳」により補った。

松峯山

朝日寺

(真言宗)

金剛寺

満願寺

(曹洞宗)

福王寺(善光寺)

吉言示

岩屋寺(清巌寺)

曹洞(←真言)

真言宗(古義)

【表5】松江城下を除く三郡の宗派別寺院分布

臨済宗

臨済

島根

4%

浄士

10

N%

秋鹿

24

浄士真

20%

48%

総計

24%

(典拠)前掲「寺院明細帳」。

意宇

10%

47%

4%

29%

50

15

1%

10

100%

22%

総計

30

15%

45%

26

17

2%

28

100%

3%

19%

59

6%

21%

4%

44%

釘

3%

100%

1%

フ%

4%

134

1%

100%

〔 5 〕

宗派

天台宗

寺号

百言示

吉言示

天台宗

天台宗

百言示

吉言示

百舌示

時宗

臨済宗

宗派

天台

真言

曹洞

日蓮



宮内 本郷

192

武代

2

古浦

8

江角浦 手結浦 片句浦 ヨ十 宗派
人数

422

1,183

【表6】秋鹿郡内村別宗派構成

3

村名

下伊野

3
1,620

上伊野

8

下大野

脇

真言

上大野

"8

魚瀬浦

816

831

大垣

禅

岡本

639

452

秋鹿

526

1,042

法花

西長江

420

95

510

633

東長江

545

1,337

7

35

浄士

672

398

古曽志

487

浜佐田

1,165

170

270

45

678

庄・成相寺

1,798

19

429

西谷

815

JC'、

人口

6

388

420

宮内

1

493

392

27

本郷

1,042

3

393

U

9,57フ

165

169

499

武代

869

705

309

10

32

古浦

856

493

江角浦

202

504

368

手結浦

679

2

514

片句浦

1

317

429

56

1,207

815

(典拠)「天明八年秋鹿郡村々申年宗門御改人高書出目
録」池尻家文書、島根県立図書館蔵。

4

1

388

汁

83

3

394

34

421

499

409

1,579

346

522

169

257

1

9,426

400

253

514

7

94

258

140

2

828

817

27

121

認

H

95

421

2

119

409

8

399

254

523

265

11,401

7

2

421

73
251

546

7

31

27フ

4

101

11,672

1侃

〔印

百示

合

意
宇
郡
の
東
南
部
で
は
、
山
代
、
大
草
、
八
幡
下
意
東
上
意
東
東
岩
坂
、
西
岩
坂

の
各
村
に
一
ケ
寺
、
揖
屋
村
ニ
ケ
寺
の
計
九
ケ
寺
が
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
、
秋
鹿
郡
で

は
、
秋
鹿
、
浜
佐
陀
、
荘
成
、
佐
陀
本
郷
の
各
村
に
一
ケ
寺
ず
つ
の
計
四
ケ
寺
が
存
在
し

た
。
い
ず
れ
も
、
隣
接
す
る
村
々
の
中
に
ま
と
ま
っ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
。
秋
鹿
郡
は
成
相
寺
、
意
宇
郡
は
星
上
寺
な
ど
、
中
世
以
来
の
真
言
宗
の
拠
点
寺
院
が

あ
り
、
こ
れ
ら
の
地
域
で
は
、
そ
の
影
響
力
が
近
世
に
も
存
続
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
検
討
で
は
、
寺
院
の
分
布
か
ら
宗
派
構
成
の
地
域
的
特
徴
を
見
て

き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
際
に
取
り
上
げ
る
必
要
の
あ
る
事
柄
と
し
て

は
、
寺
檀
関
係
の
地
域
的
な
展
開
が
あ
る
。
表
6
は
天
明
八
年
(
一
七
八
八
)
、
表
7
は

寛
政
五
年
(
一
七
九
一
己
の
秋
鹿
郡
村
々
に
お
け
る
寺
院
檀
徒
の
分
布
を
示
し
九
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
同
郡
の
村
々
は
禅
宗
が
優
勢
な
村
と
真
言
宗
が



【表7】秋鹿郡内村別宗判寺檀関係

村名

成相寺

村名

寺名

秋鹿

浜佐田

成相寺

下伊野

松江

高祖寺

名分

満願寺

上伊野

本郷

千手院

薬師院

下大野

岡本

朝日寺

東長江

東林寺
(金剛寺)

上大野

大ナ百

古

金剛寺

魚瀬浦

1占'1自元!子、

法幢寺

上伊野

瑞龍院

大垣

道栄寺

下伊野

禅

8

岡本

円通寺

上大野

長安寺
(一畑寺)

手結浦

秋鹿

江角浦

西光寺

262

西長江

禅慶院

西谷

170

1,075

1,175

法船寺

本郷

東長江

実西寺
(清光院)

古浦

5

11i'早魯匪!子、

松江

善福寺

松江

海禅寺

448

浜佐田

639

638

松江

天倫寺

(楯縫)
ノ」、」寛

法眼寺

庄
成相寺

648

清光院

松江

一畑寺

松江

486

西谷

189

417

松江

龍覚寺

3

松江

古志

万寿寺

幻

38

412

(楯縫)
多久

誓願寺

1

東林寺

岡

2

大慶寺

本庄

田

3

平田

本寿寺

505

松江

通伝寺

松江

妙寿寺

松江

27

永泉寺

松江

正源寺

松江

順光寺

5

蛇

1

出雲郷

正覚寺

5

526

明宗寺

乃木

18

N

6

浄円寺

(典拠)「寛政五年丑四月朔日秋鹿郡丑宗門御改寺方旦那寄」池尻家文書、島根県立図書館蔵。

円福寺
(光乗寺)

9 105

・十

N

387

4錫

314

62

34

1,076

11

姶

715

12

850 505

1

15

676

10

458

8

1,220

2

417

〔フ〕

姶

426

31

11

4

525 355 190 430 527

宗
派

真
言
宗

志

宗

浄
士
宗

法
花
宗

浄
士
真
宗

合

時
宗



優
勢
な
村
と
に
二
分
さ
れ
る
が
、
前
者
が
多
数
派
で
あ
る
。
真
言
宗
が
優
勢
な
の
は
、
秋

鹿
、
庄
.
成
相
寺
、
宮
内
の
村
々
に
限
ら
れ
、
表
7
に
見
え
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
村
の

檀
徒
は
ほ
と
ん
ど
が
秋
鹿
村
の
高
祖
寺
、
成
相
寺
村
の
成
相
寺
の
い
ず
れ
か
を
菩
提
寺
と

し
て
い
九
。
そ
の
ほ
か
の
点
で
特
徴
的
な
の
は
、
法
花
宗
(
日
蓮
宗
)
の
檀
徒
の
い
る
下

伊
野
、
上
大
賢
下
大
野
の
各
村
が
郡
の
西
部
に
偏
っ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
、
先
述

し
九
多
久
谷
の
あ
る
楯
縫
郡
の
傾
向
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
表
7
を
見

渡
し
て
気
付
く
こ
と
は
、
一
村
が
ほ
ぼ
自
村
か
隣
村
の
寺
院
の
檀
家
と
い
う
村
が
目
立
っ

こ
と
と
、
法
花
宗
(
日
蓮
宗
)
、
浄
士
百
系
、
浄
士
宗
、
時
宗
の
檀
家
は
す
べ
て
郡
外
の

寺
院
を
菩
提
寺
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
点
は
郡
内
に
こ
れ
ら
の
宗
派
の
寺
院

が
不
在
で
あ
る
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
禅
宗
と
真
言
宗
の
場
合
に
限

れ
ば
、
一
村
が
丸
ご
と
同
一
寺
の
檀
家
で
あ
る
と
い
う
傾
向
を
際
立
九
せ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
傾
向
に
つ
い
て
は
、
浄
士
皇
示
が
優
勢
な
石
見
地
方
の
村
々
で

、し

は
、
一
村
民
が
他
村
を
含
め
九
複
数
の
寺
院
の
檀
家
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
い

(
玲
)

う
傾
向
と
対
照
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

二
村
の
宗
教
施
設
・
信
仰
対
象
と
宗
教
者

(
こ
神
社
と
神
職

前
章
で
は
出
雲
国
内
の
寺
院
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
が
、
本
章
で
は
神
社
を
含

め
て
考
察
を
進
め
て
い
く
。
ま
ず
、
寛
政
四
年
の
「
島
根
郡
西
組
村
々
万
差
出
帳
」
(
島

根
県
立
図
書
館
蔵
複
写
本
)
に
基
づ
ミ
こ
の
地
域
の
寺
院
(
表
8
)
と
神
社
(
表
9
)

を
掲
げ
る
。
表
8
か
ら
、
こ
の
地
域
で
は
名
分
村
の
百
至
月
示
寺
院
ニ
ケ
寺
と
下
佐
田
村
の

天
台
宗
寺
院
一
ケ
寺
以
外
の
全
て
が
禅
宗
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
、
表
9

に
は
社
殿
を
そ
な
え
九
社
と
支
配
に
あ
た
っ
た
宗
教
者
を
示
し
て
あ
る
が
、
仏
教
僧
侶
や

修
験
(
山
伏
)
の
支
配
す
る
社
は
な
く
、
す
べ
て
神
職
が
支
配
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
こ
の
地
域
で
多
数
を
占
め
る
禅
宗
寺
院
は
、
表
3
に
基
づ
き
先
述
し
た
よ
う
に
堂
舎

の
管
理
に
は
関
与
し
て
い
た
も
の
の
、
こ
れ
ら
二
っ
の
表
か
ら
は
、
神
社
の
支
配
に
は
関

与
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
圭
室
文
雄
は
、
地
誌
『
新
編
相
模
国
風
士
記
稿
』

を
用
い
て
、
相
模
国
の
曹
洞
宗
寺
院
四
0
七
ケ
寺
の
内
神
社
の
別
当
寺
を
兼
ね
て
い
る

(
Ⅱ
)

事
例
を
十
ハ
ケ
寺
ほ
ど
見
出
し
て
い
る
が
、
禅
宗
寺
院
が
神
社
の
支
配
に
関
係
す
る
こ
と

は
比
較
的
少
な
か
っ
た
と
も
言
え
、
出
雲
国
の
場
合
で
も
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
さ

せ
る
。尤

も
、
こ
の
地
域
に
お
い
て
も
、
寺
院
に
よ
る
神
社
の
支
配
の
事
例
は
存
在
し
た
。
次

の
史
料
は
、
秋
鹿
郡
の
成
相
寺
と
同
郡
古
曽
志
村
の
神
主
吉
岡
左
秀
と
の
問
で
、
正
徳
五

年
(
一
七
一
五
)
に
結
ば
れ
た
議
定
で
あ
る
。

【
史
料
二
】
『
古
江
村
誌
』
(
古
江
中
学
校
、
一
九
四
九
年
)
五
九
頁

相
渡
申
上
一
札
之
事

春 日

【表8】島根郡西組村々寺院一覧

村q甫)名

加賀浦

寺院名

応海寺

大芦浦

潮音寺

水浦

瑞光寺

別所村華蔵寺

本寺

上講武

宝寿寺

応海寺抱

南講武

観潮寺

京都妙心寺

常楽寺

瑞光寺抱

名分

南正寺

松江万寿寺

上佐田

禅宗(五山派)

薬師院

松江天倫寺

下佐田

円通寺

松江清光院

東生馬

禅宗(臨済)

千光寺

松江千手院

薦津

遍照寺

薬師院抱

禅宗(臨済)

法恩寺

松江清光院

浜佐田

禅宗(関山派)

吉祥寺

西尾村円流寺

禅宗(曹洞)

国谷

円光寺

松江清光院

黒田

真言宗(古義派)

龍泉寺

黒田村龍雲寺抱

比津

龍徳寺

松江法眼寺

禅宗(曹洞)

龍雲寺

〔 8 〕

松江洞光寺

天台宗

円照庵

松江清光院

禅宗(曹洞)

高源寺

松江法眼寺

禅宗(曹洞)

常福寺

黒田村龍雲寺抱

禅宗(曹洞)

松江法眼寺

禅宗(曹洞)

松江清光院

禅宗(曹洞)

禅宗(曹洞)

禅宗(曹洞)

禅宗(曹洞)

禅宗(曹洞)

宗派

法吉



秋
鹿
郡
成
相
寺
鎮
守
権
現
・
村
荒
神
共
其
外
共
二
、
神
主
職
従
古
来
古
曽
志
村
吉
岡

左
禿
勤
来
、
且
権
現
荒
神
壮
父
成
相
寺
出
勤
也
、
然
処
二
両
職
立
合
勤
申
儀
就
万
事

不
宜
候
故
、
此
度
致
相
談
、
鎮
守
者
寺
へ
渡
シ
神
主
ヨ
リ
一
切
無
槌
荒
神
者
神
主

へ
渡
シ
寺
ヨ
リ
一
切
不
槌
銘
々
一
分
二
相
勤
可
申
儀
定
等
申
、
然
上
者
今
已
後
違

乱
無
之
様
二
銘
々
之
職
分
全
可
相
勤
上
、
依
之
同
文
証
文
両
方
二
取
置
申
候
、
為
後

証
仍
如
件

正
徳
五
乙
未
八
月
十
九
日

神
主
吉
岡
左
秀
殿

右
之
通
二
御
儀
定
之
趣
村
中
へ
被
仰
渡
得
其
意
申
候
、
然
上
者
自
今
以
後
猶
以
テ

有
来
之
通
村
荒
神
祭
不
怠
相
勤
可
申
候
、
為
後
日
仍
如
件

正
徳
五
乙
未
八
月
十
九
日

成
相
寺
海
源

与
三
右
衛
門

六
郎
右
衛
門助

惣

蔵

久権
兵
衛Ⅱ

庄
三

良

年
寄
仁
右
衛
門

庄
屋
六
郎
右
衛
門

神
主
左
秀
殿

(
傍
線
筆
者
)

さ
き
ほ
ど
も
触
れ
九
よ
う
に
、
成
相
寺
は
皇
亘
示
寺
院
で
あ
る
。
こ
の
史
料
に
よ
れ

ば
、
従
来
、
成
相
寺
村
の
鎮
守
権
現
と
同
村
内
の
荒
神
に
つ
い
て
は
、
古
曽
志
村
の
吉
岡

)社宮

大
社
戸
社

潜
(

若ネ

成
相
寺
村
市
郎
兵
衛

ネ

権宮新

ネ

月大客

権野

天頭

ネ天崎

軍
)

哥
天

刊
才弁

哥
社

■
神

王
能
{

(
碕

社
御

人隼

ネ妙

社神明

ネ今

ネ月大宮

田黒

末
日

日

本

京右、人隼

春

人隼

【表9】島根郡西組村々内の神社と管理者

村名 神社名(末社)

神宮社
西社、日御碕社)

現社(若宮社)

加賀浦

天神宮社

正八幡・古城八幡相殿社

弁才天社

小宮大明神社

支配(神主)

日御碕社

恵比酒(ママ)社

大芦浦
母坂大

岩尾、置衛

天神社

水浦

上講武

小島弁才天社

市杵島大明神社

主鈴

犬飼大明神社

南講武

日吉山王社

高田大明神社

伊ノ宮大明神社

北講武

八塩

庭大明神社

日御碕社

八幡宮

祭仕八塩、社守弥八

大森大明神社

名分

一矢大明神社

右京

妙見社

隼人、右京

西宮大明神社

上佐田

伊勢宮社

弁財天社

下佐田

右京

神魂大明神社

西生馬

八幡宮社

正八幡宮社

東生馬

大岩大明神社

王子権現社

薦津

大宮大明神社

浜佐田

山王社

若宮大明神社

国谷

船尾大明神社

佐与之助

弁財天社

鞍掛大明神社

比津

切明大明神社

照床大明神社

突貫大明神社

若宮大明神社

水穂

牛頭天王社

摩利支天社

大森大明神社

八百会

天王社

智者大明神社

大隅

大部

大隅

由衛

下総

四〕

稲荷大明神社

国主大明神社

日御碕大明神社

客大明神社

高野宮大明神社

恵比酒社

法吉



氏
が
神
主
職
を
勤
め
る
一
方
、
成
相
寺
も
祭
祀
に
関
与
し
て
い
た
。
し
か
し
、
両
者
が
立

ち
会
っ
て
出
勤
す
る
と
い
う
張
は
な
に
か
と
不
都
合
で
あ
る
の
で
、
今
後
は
鎮
守
権
現

の
祭
祀
は
成
相
寺
が
も
っ
ぱ
ら
担
当
し
、
同
村
の
荒
神
に
つ
い
て
の
み
吉
岡
氏
が
祀
る
こ

と
に
取
り
決
め
た
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

す
で
に
表
7
に
示
し
た
よ
う
に
、
^
相
寺
^
は
ほ
ぼ
^
員
が
^
相
寺
の
檀
^
で
あ
っ
た

正
徳
五
年
以
降
は
、
村
の
鎮
守
の
祭
祀
も
排
他
的
に
行
っ
て
い
る
と
な
る
と
、
同
村

、

がの
百
姓
は
現
当
二
世
に
か
か
わ
る
宗
教
的
行
事
を
通
じ
て
同
寺
の
宗
教
的
な
影
響
下
に
置

か
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
反
対
に
一
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
志
向
を
も
つ
真

言
宗
な
ど
の
密
教
系
の
宗
派
が
少
数
派
で
あ
る
地
域
で
は
、
神
社
の
支
配
は
概
ね
神
職
に

任
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
改
め
て
表
9
を
見
る
と
、
神
職
一
三
名
の
存
在
が
確
翠

き
、
表
に
は
な
い
末
次
村
も
含
め
九
一
六
か
村
・
三
浦
か
ら
な
る
島
根
郡
西
組
の
村
数
に

対
し
て
、
神
職
の
数
が
比
較
的
多
い
と
い
う
点
を
指
摘
で
き
る
。
し
か
も
、
上
・
下
、

東
・
四
南
・
北
に
分
か
れ
て
い
る
村
を
一
村
と
見
れ
ば
、
三
か
村
・
二
浦
と
な
り
、

一
村
に
一
人
の
神
職
が
い
る
釜
に
近
く
な
る
。
前
掲
の
「
島
根
郡
西
組
村
々
万
差

ほ
ぼ

出
帳
」
に
よ
れ
ば
、
島
根
郡
全
体
で
見
て
も
、
出
家
(
僧
侶
)
六
0
人
、
神
主
三
七
人
、

山
伏
三
人
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
神
職
数
の
多
さ
が
目
立
っ
。
例
え
ば
、
引
野
亨

輔
が
兼
帯
社
の
多
さ
か
ら
神
職
の
身
分
的
自
立
が
促
さ
れ
や
す
か
っ
九
と
し
た
安
芸
国
山

県
郡
の
場
貪
七
四
か
村
に
僧
侶
三
四
人
、
神
職
二
七
人
で
あ
っ
た
の
と
対
比
し
て

も
、
村
数
及
び
僧
侶
に
対
す
る
構
成
比
で
島
根
郡
に
お
け
る
神
職
数
の
多
さ
は
際
立
っ
て

い
る
。
一
つ
の
村
に
一
人
あ
る
い
は
複
数
の
神
職
が
い
る
と
い
う
状
況
に
つ
い
て
は
、
か

(
玲
)

つ
て
筆
者
が
『
宍
道
町
史
』
を
執
筆
し
た
際
に
も
確
認
し
て
お
り
、
現
松
江
市
域
で
は
島

(
円
)

根
郡
に
限
ら
な
い
傾
向
で
あ
る
と
一
言
え
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
が
生
ず
る
理
由
と
し
て
は
、
引
野
が
指
摘
す
る
浄
士
真
宗
優
勢
地
帯

の
場
合
と
同
様
に
、
こ
の
地
域
に
多
い
禅
宗
寺
院
が
神
社
の
祭
祀
に
関
与
し
な
か
っ
九
と

い
う
事
情
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
兼
帯
社
の
存
す
る
範
囲

が
安
芸
国
山
県
郡
の
場
合
と
比
べ
て
狭
い
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
神
職
の
職
掌
に
関

す
る
よ
り
詳
細
な
検
討
を
踏
ま
え
た
比
較
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

(
二
)
信
仰
対
象
の
多
様
性

次
に
特
定
の
村
に
即
し
て
、
寺
社
以
外
も
含
め
た
信
仰
対
象
全
般
に
わ
た
っ
て
検
討
を

加
え
た
い
。
取
り
上
げ
る
村
は
、
秋
鹿
郡
の
東
長
江
、
西
長
江
で
あ
る
。
表
伯
は
、
両
村

に
存
在
し
た
宗
教
施
設
の
一
覧
で
あ
り
、
表
れ
は
神
職
に
よ
る
祭
祀
対
象
の
書
き
上
げ
に

基
づ
い
九
一
覧
で
あ
る
。
こ
の
地
域
に
あ
る
寺
院
は
東
長
江
村
に
あ
る
臨
済
宗
金
剛
寺
で

あ
る
が
、
前
掲
の
表
7
に
あ
る
よ
う
に
両
村
民
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
同
寺
の
檀
那
で
あ
っ

た
。
ま
九
、
金
剛
寺
は
表
2
に
あ
る
よ
う
に
出
雲
札
所
三
0
番
の
寺
院
と
し
て
観
音
堂
を

備
え
巡
礼
者
を
迎
え
る
寺
院
で
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
両
村
は
次
に
掲
げ
る
史
料
か
ら
分

か
る
よ
う
に
、
西
長
江
に
あ
っ
た
国
司
大
明
神
を
と
も
に
氏
神
に
し
て
お
り
、
そ
の
一
体

性
は
深
か
っ
た
と
一
言
え
る
。

【
史
料
三
】
池
尻
家
文
書
『
諸
願
御
用
留
』
文
政
十
三
年
(
島
根
県
立
図
書
館
蔵
)

御
訴
申
上
候
御
事

入
壱
丈
壱
尺
弐
寸

横
壱
丈

一
国
司
大
明
神
社
但
四
方
高
欄
付

前
橡
之
出
三
尺
五
寸

三
方
橡
之
出
三
尺
五
歩

屋
根
柿
葺

(
中
略
)

〔1田



右
秋
鹿
郡
長
江
村
国
主
神
社
并
二
随
神
門
拝
殿
、
近
年
及
大
破
二
候
二
付
、
此
度
再

建
立
仕
度
旨
、
氏
子
共
'
申
出
、
社
主
讃
岐
同
岩
見
両
人
6
佐
陀
社
頭
取
次
ヲ
以
、

寺
社
御
奉
行
様
江
御
願
申
上
候
処
願
之
通
御
許
容
被
仰
付
候
段
、
両
社
主
6
申
出

候
間
御
訴
申
上
候
、
此
段
宜
敷
被
仰
上
可
被
下
候
、
以
上

東
長
江
村
年
寄
彦
右
衛
門1

文
政
十
三

庄
屋
目

寅
五
月

西
長
江
村
年
寄
和
七

同
助
右
衛
門

庄
屋
権
十
郎

8

下
郡
利
右
衛
門
殿

与
頭
柳
右
衛
門
殿

0

数

5

(
後
略
)

右
の
史
料
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
国
司
大
明
神
の
祭
祀
に
あ
た
る
神
職
は
幡
垣
・
石

井
の
二
家
が
あ
り
、
佐
陀
大
社
を
社
頭
と
し
て
仰
ぎ
そ
の
支
配
を
受
け
て
い
た
。

つ
ま
り
、
東
西
の
長
江
村
の
住
民
は
、
同
一
の
氏
神
の
氏
子
(
国
司
大
明
神
)
で
あ

り
、
ほ
ぼ
全
員
が
同
一
の
菩
提
寺
(
金
剛
寺
)
の
檀
徒
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
氏
神
に
は

神
職
二
人
が
、
菩
提
寺
に
は
僧
侶
が
勤
め
て
、
同
村
に
お
け
る
宗
教
的
行
為
を
分
掌
し
て

い
九
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
表
円
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
同
村
の
堂
舎
は
金
剛

寺
、
氏
神
以
外
の
社
祠
は
神
職
二
家
と
い
う
か
た
ち
で
、
概
ね
神
仏
の
別
に
応
じ
て
他
の

信
仰
対
象
へ
の
関
与
に
つ
い
て
も
分
掌
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
但
し
、
西

長
江
の
神
宮
寺
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と

せ
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
ら
に
、
社
祠
以
外
の
神
木
を
祭
祀
^
象
と
し
た
荒
神
・
山
神
な
ど

2

9

1

1

与
頭
藤
兵
衛
殿

1

1

1

1

村

1

1

1

1

1

2

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

社

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

3

0

0

4

0

5

0

0

6

0

0

7

0

【表10】長江村の宗教施設

地蔵堂

西長江

阿弥陀堂

十王堂

神宮寺(薬師)

常楽寺(薬師)

国司明神

新宮神社

金剛寺(釈迦)

観音堂(馬頭観音)

妙西寺(十・一面観音)

東長江

金剛寺抱え

観音堂

阿弥陀堂

釈迦堂

地蔵堂

幡垣権少、石井磐戸

姫二所大明神

(典拠)「雲州万記録」比布智神社文書

金剛寺

天森明神

金剛寺境内

日御碕明神

金剛寺抱え

(金剛寺抱えか)

【表11】長江村における神職の祭祀対象

NO

(幡垣・石井)

国司大明神(祠宮)

祭祀対象名

新宮権現

多太大明神(新宮相殿)

垂水大明神(新宮相殿)

姫二所大明神

施設・対象

日御碕神社

天森大明神

八幡宮・若宮二宮

10

鞍掛

幡垣和中

H

御崎

12

手畄イ可

石井豊治

13

御子神 2力所

H

大将軍

15

惣荒神 3力所

16

地荒神 15力所

17

地荒神 15力所

18

山神

19

御輿掛

20

鳥居石

(註) 5以下は末社。

(典拠)「秋鹿郡長江村神社差出帳」(享保18年2月)『古江

村誌』掲載。

冠掛の椿

神木

石幣

木幣

〔 11 〕
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に
つ
い
て
も
、
神
職
の
担
当
で
あ
り
、
表
れ
の
よ
う
に
、
一
宗
神
の
一
部
を
分
担
し
て
い
る

ほ
か
は
、
二
家
共
同
で
祀
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
森
神
ま

で
を
含
め
た
祭
祀
対
象
の
多
さ
が
、
同
一
氏
神
に
二
人
が
奉
仕
し
、
一
村
に
一
人
と
い
う

割
合
で
神
職
が
存
在
で
き
る
条
件
で
あ
っ
九
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
は
、
あ
く
ま
で
宗
教
者
の
側
か
ら
、
彼
ら
が
管
理
や
祭
祀
に
携

わ
っ
た
宗
教
施
設
と
信
仰
対
象
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
こ
れ
ら

を
信
仰
す
る
側
の
史
料
に
基
づ
き
分
析
を
加
え
て
お
き
九
い
。
表
松
は
、
西
長
江
村
の
中

倉
家
に
残
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
「
年
中
嘉
例
記
」
に
記
載
さ
れ
た
宗
教
行
事
と
信
仰
事

例
を
、
空
間
別
、
神
仏
別
に
分
け
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
に
基
づ
い
て
ま
ず
指

摘
し
た
い
の
は
、
家
内
で
祀
っ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
神
仏
の
多
さ
(
但
し
、
墓
地
は
便

宜
的
に
家
内
に
分
類
し
て
い
る
)
と
、
そ
れ
ら
に
関
わ
る
行
事
の
頻
繁
さ
で
あ
る
。
吉
事

を
中
心
に
記
載
す
る
と
い
う
史
料
の
性
格
上
、
仏
事
の
記
載
が
少
な
い
と
い
う
事
情
を
考

慮
に
入
れ
る
必
要
は
あ
る
が
、
神
仏
の
多
様
さ
と
、
神
仏
混
渚
的
な
信
仰
張
や
宗
派
性

の
希
薄
さ
と
い
う
点
も
指
摘
で
き
る
。
例
え
ば
、
三
月
三
日
の
節
句
の
記
事
と
し
て
、

「
家
内
の
神
仏
、
国
司
神
社
、
金
剛
寺
、
神
宮
寺
、
両
代
宮
家
(
神
職
家
の
こ
と
1
筆
者

註
)
へ
一
早
糯
壱
重
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
同
一
行
事
の
中
で
、
神
仏
の
別
、
神
職
・
僧
侶
イ
イ

の
別
が
あ
ま
り
^
忌
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。
さ
ら
に
、
表
松
と
表
円
・
Ⅱ
を
照

ら
し
合
わ
せ
て
見
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
同
村
内
に
存
在
し
九
氏
神
・
一
音
提
寺
以
外
の
神

仏
に
対
し
、
会
式
や
祭
礼
あ
る
い
は
日
待
な
ど
の
行
事
に
際
し
信
仰
を
捧
げ
て
い
た
こ
と

も
確
認
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
表
松
か
ら
は
、
こ
れ
ら
多
様
な
神
仏
に
対
す
る
信
仰
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る

行
事
の
存
在
が
窺
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
神
仏
の
中
で
特
に
大
き
な
比
重
を
占
め
て

い
た
の
が
歳
徳
神
で
あ
っ
た
。
小
正
月
行
事
で
あ
る
左
吉
兆
(
左
義
長
)
以
外
に
も
、
実

に
頻
繁
に
供
え
物
が
捧
げ
ら
れ
る
な
ど
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
正
月
一
四
日
に

は
次
の
よ
う
な
行
事
を
実
施
す
る
の
が
慣
わ
し
で
あ
っ
た
。

【
史
料
四
】
「
年
中
嘉
例
記
」
前
掲
『
古
江
村
誌
』

朝
、
外
飾
注
連
縄
卸
し
下
げ
、
昼
後
と
ん
と
飾
可
申
事
、
左
吉
兆
講
中
者
寄
と
ん

ど
飾
物
調
、
昼
後
と
ん
と
を
飾
り
者
人
歳
徳
神
御
額
面
持
、
講
中
の
内
日
の
ぼ
り
を

持
、
ど
ふ
た
い
こ
笛
を
以
て
吹
き
は
や
し
に
て
、
国
司
神
社
へ
参
詣
、
其
よ
り
直
ぐ

軒
別
組
廻
を
し
ま
し
、
そ
れ
よ
り
と
ん
ど
を
唯
す
、

右
の
史
料
に
よ
り
、
家
に
お
け
る
注
連
縄
飾
り
の
取
り
外
し
、
講
中
に
よ
る
と
ん
ど
飾

り
と
宮
練
り
に
伴
う
嚇
子
の
演
突
氏
神
で
あ
る
国
司
神
社
参
詣
と
村
内
の
軒
別
廻
り
と

い
う
、
一
連
の
行
動
か
ら
歳
徳
神
を
祀
る
左
吉
兆
行
事
が
成
り
立
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明

す
る
。
家
、
信
仰
組
織
で
あ
る
講
中
、
地
縁
的
な
住
民
団
体
で
あ
る
村
と
い
う
よ
う
に
、

場
の
重
層
的
な
関
係
性
を
保
持
し
つ
っ
、
歳
徳
神
に
対
す
る
信
仰
は
展
開
し
て
い
た
と
言

え
よ
う
。
こ
の
左
吉
兆
に
限
ら
ず
、
宗
教
者
特
に
こ
の
地
域
に
お
け
る
神
職
の
神
事
へ
の

関
わ
り
も
、
家
・
講
中
・
村
を
主
な
場
と
し
て
展
開
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
こ
の

点
に
関
す
る
詳
細
の
実
^
は
ま
た
の
^
会
に
一
^
う
こ
と
に
し
た
い
。

以
下
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
。

出
雲
国
内
の
寺
院
の
宗
派
別
構
成
を
検
討
し
た
結
果
浄
士
真
宗
寺
院
が
他
宗
派
寺
院

よ
り
も
多
い
神
門
郡
・
飯
石
郡
を
除
く
各
郡
で
は
、
禅
宗
寺
院
の
数
が
多
く
、
特
に
島

根
・
皇
于
・
能
義
・
大
原
・
仁
多
の
各
郡
で
は
曹
洞
宗
が
、
秋
鹿
・
楯
縫
・
出
雲
の
各
郡

で
は
臨
済
宗
が
優
勢
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

ま
た
、
寺
院
の
本
尊
の
傾
向
に
つ
い
て
宗
派
別
に
見
る
と
、
天
台
・
百
吾
・
禅
の
各

宗
で
は
特
定
の
仏
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
多
様
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
日
蓮
宗
や
浄
士

お
わ
り
に

〔1幻



【表12】「年中嘉例記」にみる信仰行事(『古江村誌』掲載の史料に基づき作成)

場所 種別

仏

信仰対象

仏壇(仏、仏前)

墓

達磨

歳徳神

御膳据えν2~、みたま祭り V晦日、仏祭り(彼岸入り)、仏祭り 7/フ、濯仏・掃除7/13、
御膳 7/15、小豆団子・煤払い(12月)

大黒神

家内

大国神

掃除(彼岸)、墓水祭り 7/14

釜神

達磨忌 10/5

臼の神

雑煮等備VI、小豆雑煮箸盛かけν1~5、1汁2菜ν6、雑煮備え・御神燈上げV11、左
吉兆VN、御膳V19、雑煮御鏡餅V20、御備餅 V晦日、御膳2/1、種籾栫2/吉日、社
日祭・御神酒 2月、御膳3/3、株備え 5/5、御膳8/1、団子備え 11/24、御釜清・御膳 12/
26、供餅 12/28

帳神

神

松尾明神

癒癒神

雑煮等備 VI、苗二把(4月、代満)、なます上る 12/26、供餅 12/28

諸天善神

雑煮等備VI、せいもん開き 1ν13

恵比須神

事

雑煮等備 VI、御釜清12/26、供餅 12/28

雛天神

雑煮等備VI

天神

と

雑煮等備VI

いのこ

月

雜煮等備VI

針女神

雑煮等備VI

事代主

日

雑煮盛かけVI

八百万神

祭り V13、なます上る 12/26

節分(鬼やらい)

節句 3/3

金剛寺

仏
神宮寺

初天神 V25

地蔵尊

小豆飯10/亥

岩屋阿弥陀

針供養 12/8

供餅 12/28

氏神(国司神社)

供餅 12/28

節分12/20

新宮大明神

元旦礼VI、草糯3/3、糘進呈5/5

村内

山根地主

綜進呈5/5

荒神

地蔵盆7/24

水神(三山)

会式 7/26

稲荷

参詣 VI~12(毎月1、 15、 28)、七草V7、左吉兆参詣 V14、草糯3/3、祭田祭り・神能
七座神事3/U、焼米献上(3月、種蒔)、綜進呈5/5、参詣6/晦日、祭礼・能神事執行
9/9、節分参詣

神

塚(五ケ所)

地主

御造酒持参ν15、祭礼9/19

社日祭

御備餅V晦日

若宮八幡宮

荒神祭(日待の翌日)、「水無」2河

腰掛森(国司村)

荒神祭(日待の翌日)、玄米一升上来(2月)

天森大明神

姫二所神社

2見初午

山中垂水荒神

2月彼岸ごろか

田畑両神

2月彼岸ごろか

村外

日待

2月彼岸ごろか

月待

祭日 8/15

神

佐陀大社

幣を立て祭る 9/8

御崎大明神(東長江)

祭礼9/21

杵築

祭礼 9/29

祭 10/28

穂花迎VI0、御田打VⅡ

正月の内

正月、 5月、 6月

祭礼 8/24~25、神在 10/21~25

祭礼 10/1

神在 10/11~15

〔1釣
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教
系
の
宗
派
で
は
、
宗
派
の
教
義
に
相
応
し
た
仏
を
本
尊
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た

こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う
な
宗
派
性
の
有
無
に
関
す
る
傾
向
は
、
寺
院
が
管
理
す
る

堂
舎
の
種
類
に
つ
い
て
も
概
ね
同
じ
で
あ
る
が
、
浄
士
宗
の
場
貪
本
尊
に
対
す
る
よ
う

な
宗
派
的
な
こ
だ
わ
り
が
見
ら
れ
ず
、
多
様
な
仏
・
菩
薩
に
対
す
る
信
仰
を
容
認
し
て
い

た
こ
と
が
^
か
っ
九
。

さ
ら
に
、
ほ
ぼ
現
在
の
松
江
市
域
に
相
当
す
る
旧
島
根
・
秋
鹿
・
意
宇
の
三
郡
で
は
禅

宗
が
優
勢
で
あ
っ
た
が
、
一
部
に
真
言
宗
寺
院
が
集
中
的
に
分
布
す
る
地
域
の
あ
る
こ

と
、
そ
し
て
そ
の
地
域
で
は
、
寺
院
に
よ
る
神
社
支
配
の
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し

た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
地
域
は
限
定
的
で
、
当
該
地
域
で
優
勢
な
禅
宗
寺
院
の
場

貪
堂
舎
の
管
理
や
神
宮
寺
に
対
す
る
支
配
は
行
う
も
の
の
、
神
社
を
支
配
下
に
置
い
て

い
る
事
例
は
な
か
っ
た
た
め
、
神
職
に
よ
る
神
社
支
配
が
通
例
と
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ

ち
、
禅
宗
の
優
勢
地
帯
に
お
い
て
も
、
引
野
亨
輔
が
取
り
上
げ
た
安
芸
国
の
真
宗
優
勢
地

帯
と
同
様
の
事
態
を
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

尤
も
、
引
野
が
検
討
し
た
地
域
と
は
異
な
り
、
本
稿
で
分
析
対
象
と
し
た
出
雲
国
で
は

一
村
に
一
人
と
い
う
比
率
に
近
い
神
職
が
お
り
、
こ
の
よ
う
な
神
職
数
の
多
さ
が
生
ず
る

理
由
に
つ
い
て
は
、
単
に
寺
院
が
神
社
支
配
に
消
極
的
で
あ
っ
た
と
い
う
条
件
だ
け
で
は

説
明
で
き
な
い
。
村
の
氏
神
・
鎮
守
以
外
の
神
々
の
祭
祀
や
家
・
講
を
単
位
と
し
た
神
事

へ
の
関
与
な
ど
、
僧
侶
・
修
験
(
山
伏
)
・
盲
僧
な
ど
、
他
地
域
で
は
別
の
宗
教
者
が

担
っ
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
職
掌
を
、
神
職
が
幅
広
く
行
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
神
職

の
職
業
的
・
身
分
的
存
立
条
件
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
、
解
け
な
い
問
題
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
点
に
関
す
る
詳
細
な
比
較
検
討
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

御
礼
を
申
し
上
げ
る
。

な
お
、
本
稿
は
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
若
手
B
 
「
日
本
近
世
に
お
け
る
宗
教
論
争
の

地
域
的
構
造
の
関
す
る
研
究
」
(
課
題
番
号
一
三
七
二
0
三
三
己
の
研
究
成
果
の
一

部
で
あ
る
。

(
謝
辞
)
「
雲
州
万
記
録
」
(
比
布
智
神
社
文
晝
島
根
県
立
図
書
館
蔵
)
に
基
づ
く
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
作
成
に
あ
九
っ
て
は
、
和
田
美
幸
氏
に
御
世
話
に
な
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て

〔
註
〕

(
1
)
村
田
安
穂
「
関
東
に
お
け
る
各
宗
派
の
動
向
」
(
『
歴
史
公
論
近
世
の
仏
教
』
通
巻
一
三

号
、
雄
山
閣
出
版
一
九
八
五
年
)
、
青
山
考
慈
「
近
世
周
防
国
に
お
け
る
寺
院
の
数
的
分

析
1
 
「
防
長
風
士
注
進
案
」
に
よ
る
1
」
(
林
陸
朗
先
生
還
暦
記
念
会
『
近
世
国
家
の
支
配
構

造
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
六
年
)
、
圭
室
文
雄
「
曹
洞
宗
と
神
道
と
の
交
渉
1
 
『
新
編
相
模

国
風
土
記
稿
』
を
中
心
と
し
て
1
」
(
曹
洞
宗
宗
学
研
究
所
『
道
元
思
想
の
あ
ゆ
み
』
吉
川
弘

文
館
、
一
九
九
三
年
)
、
圭
室
文
雄
「
熊
本
藩
に
お
け
る
寺
院
の
実
態
」
(
同
編
『
民
衆
宗
教
の

構
造
と
需
』
雄
山
閣
出
版
一
九
九
五
年
)
な
ど
。

(
2
)
『
山
陰
真
宗
史
』
通
史
編
(
執
筆
小
林
俊
二
、
浄
士
真
宗
本
願
寺
派
山
陰
教
区
、
一
九
九
八

年
)
。

(
3
)
前
掲
註
(
1
)
圭
室
論
文
な
ど
。

(
4
)
有
元
正
雄
『
近
世
日
本
の
宗
教
社
会
史
』
(
吉
川
弘
文
館
、
二
0
0
二
年
)
の
第
三
部
「
真
宗

篤
信
地
帯
」
を
参
照
。

(
5
)
引
野
亨
輔
「
近
世
日
本
の
地
域
社
会
に
お
け
る
神
社
祭
祀
と
神
職
・
僧
侶
」
(
『
佛
教
史
学
研
究
』

第
四
七
巻
第
石
ぢ
、
二
0
0
四
年
)
。
尤
も
前
掲
註
(
4
)
著
書
で
有
元
は
、
真
宗
篤
信
地
帯
で

は
神
職
の
数
が
少
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
引
野
と
有
元
の
見
解
は
全
面
的
に
矛
盾
す
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
神
職
数
の
地
域
差
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
寺
院
の
宗
派
別
構
成

だ
け
で
は
誘
で
き
ず
、
有
元
が
考
慮
す
る
よ
う
な
信
仰
の
憲
に
即
し
た
検
製
必
要
で
あ

〔 14 〕



る
0

(
6
)
前
掲
註
(
1
)
村
田
論
文
を
姦
。

(
7
)
士
岐
昌
訓
「
近
世
の
神
社
と
神
職
」
(
同
『
神
社
史
の
研
究
』
桜
楓
社
、
一
九
九
一
年
、
嚢

部
分
の
初
出
は
一
九
六
三
年
)
。

(
8
)
{
示
教
者
と
堂
舎
・
小
祠
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
森
毅
「
村
落
社
会
に
お
け
る
社
堂
・
叢
祠

の
形
態
と
機
能
」
(
戸
川
安
章
編
『
仏
教
民
俗
学
大
系
七
寺
と
地
域
社
△
至
名
著
出
版
、
一

九
九
二
年
)
な
ど
を
参
照
。

(
9
)
前
掲
註
(
4
)
有
元
著
晝
前
掲
註
(
5
)
引
野
論
文
、
お
よ
び
澤
博
勝
『
近
世
宗
教
社
会
論
』

全
口
川
弘
文
館
、
二
0
0
八
年
)
な
ど
を
参
照
。

(
W
)
こ
の
点
に
つ
い
て
の
指
摘
は
、
す
で
に
『
新
修
島
根
県
史
』
通
史
編
一
(
島
根
県
、
一
九
六
八

年
)
五
0
二
頁
で
な
さ
れ
て
い
る
。

(
Ⅱ
)
売
布
神
社
(
松
江
市
和
多
見
町
)
、
島
根
大
学
附
属
図
書
館
桑
原
文
庫
等
に
所
蔵
。
『
松
江
市

史
』
史
料
編
一
に
翻
刻
予
定
。

(
捻
)
前
掲
註
(
1
)
青
山
論
文
を
参
照
。

(
帰
)
但
し
、
前
掲
註
(
1
)
青
山
論
文
に
よ
れ
ば
、
周
防
国
の
浄
士
宗
の
場
貪
一
割
程
度
阿
弥
陀

仏
以
外
を
本
尊
と
す
る
事
例
が
あ
り
、
浄
士
真
宗
な
ど
に
比
べ
る
と
、
宗
派
性
が
貫
徹
し
て
い

な
い
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

(
N
)
比
布
智
神
社
文
晝
四
0
、
島
根
県
立
図
書
館
蔵
。
成
立
年
代
の
比
定
に
つ
い
て
は
、
朝
山
皓

「
出
雲
の
地
誌
」
(
同
『
出
雲
国
風
士
記
と
そ
の
周
辺
』
島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九

九
年
、
原
著
は
一
九
三
二
年
)
を
姦
。

(
而
)
山
陰
地
域
に
お
け
る
禅
宗
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
藤
岡
大
拙
「
仏
教
の
地
域
発
展
山
陰
地

方
」
(
『
仏
教
史
学
』
九
ノ
三
・
四
、
一
九
六
一
年
)
を
姦
。

(
那
)
島
根
大
学
附
属
図
書
館
蔵
の
熊
谷
家
文
書
中
に
は
、
石
見
銀
山
附
幕
領
の
村
々
の
宗
門
人
別
改

帳
が
多
数
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
よ
り
確
勢
き
る
。

(
Π
)
前
掲
圭
室
「
曹
洞
宗
と
神
道
と
の
交
渉
1
 
『
新
編
相
模
国
風
士
記
稿
』
を
中
心
と
し
て
1
」
を

参
照
。

(
W
)
『
宍
道
町
史
通
史
編
下
巻
』
(
宍
道
町
二
0
0
四
年
)
一
七
五
S
六
頁
を
姦
。

(
扮
)
拙
稿
「
「
神
国
」
出
雲
の
宗
教
事
情
」
(
『
ア
ジ
ア
遊
学
出
雲
文
化
圈
と
東
ア
ジ
ア
』
勉
誠
出

亟
二
0
-
 
0
年
)
で
も
、
出
雲
国
に
お
け
る
神
職
数
の
多
さ
に
つ
い
て
郡
別
の
数
値
を
挙
げ

(
こ
、
は
や
し
じ
ゅ
ん
じ
島
根
大
学
法
文
学
部
准
教
授
)

て
説
明
し
九
。

〔 15 〕


